
 

 

夫婦別姓制度について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
  

 

 

         

 

 

                                   

2020年 11月 

第122号 

 

ぱれっと 
㈱北日本ベストサポート 

℡ 018-883-1888 

 

 

 

菅政権誕生で、自民党幹事長代行に野田聖子氏が就任した。野田氏は就任に当

たって「選択的夫婦別姓制度」の法制化を実現したいと抱負を述べた。 

我が国の夫婦同姓制度は１８９８年、明治時代に民法改正で導入され、男性の姓を

名乗ることが義務化された。さらに１９４７年に夫婦は男女どちらの姓を名乗っても良いこ

とに改正され現在に至っている。 

平成２７年(２０１５年)１２月１６日の最高裁判所の判決では、夫婦同姓規定を合憲とす

る一方、「選択肢が設けられていないことの不合理」については裁判で見出すことは困

難で、国会で論ぜられて判断されるべきものとしている。 

野田氏らは「例外的夫婦別姓を実現する会」を２００２年から主導し活動している。

現行法では婚姻の条件として同氏を名乗ることが義務付けられているが、少子化が進

み一人っ子が増加、一人っ子同士の結婚で家名の承継が難しくなっていることや、仕

事の継続性確保が困難となっている事例が増加傾向に有り、例外的に夫婦別氏を認

められるようにしたいとしている。 

これに対して、夫婦同姓制度は絆の深い一体感のある夫婦関係、家族関係を築くこ

とができる。別姓を望むものは家族親族という共同体尊重よりも個人の都合を優先する

思想を持っている傾向が強く離婚の上昇にもつながり子供たちに悲しい思いをさせる恐

れがある。夫婦別姓論者は夫婦の都合は述べるが子供の都合を考慮に入れていない。

一体感のある強い絆の家庭に健全な心を持つ子供が育つ。などの理由から現行制度の

継続を支持している。 

たしかに、若い世代では選択的夫婦別姓に賛成している割合が増加傾向にある。 

しかし、生まれてくる子供の苗字を誰がどのように決めるのか、子供に一切の選択の余

地がない。仮に離婚となった場合、その子供の引き取り手と子供の苗字が相違すること

も生ずる可能性がある。また、宗教との関連で言えば夫婦がそれぞれ亡くなった時お墓

への納骨はどのようにするのか、解決しておかなければならない事柄が多数生じてくる

ように思える。 

女性の社会進出、男女平等などが進み結婚によって姓を変更することによる不都合

なことが増加して来ていることも事実と思われるが、例えば小説家などはペンネームを

使用して仕事をしているし、現行法律を変えなくても救済的措置を講ずることによって

不都合な部分の解消をカバーできないか検討の余地があると思われる。 

因みに筆者は男性であるが妻の姓を名乗っている。姓名が変わって５０年以上にな

るが、これまで不都合は生じたことがない。どちらの姓を名乗るか大きな問題に違いな

いが、それよりも夫婦仲睦まじく、子供が健やかに育ち家庭円満に過ごせることが何より

も大切でないかと思われる。 

 

 



 

                        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

深い自己内省によって厳しく自己を検討することは必ずしも楽しいことではありませぬ。 

 しかし、これは自己が外的のものに機械的に動かされず、自らの主体性を持って動

くためには絶対に必要なことであります。 

 己に克たずして人に勝つということは不可能であります。 (その 1) 

 人生に克つにはまず自らを征服せねばなりません。自らを欺いたり、ごまかしたりして

偉大な人生はありえません。 

 長い人生には、春もあれば秋もあり、夏もあれば冬もありましょう。運が悪いと冬のよう

な日のみが続くこともありましょう。 

 そんな時でも、真に自己を知っておれば、よろめきながらも、どうにかそれに耐え得

ることができます。 (その 2) 

 

思えば、よくも今日まで元気で生きてきたものである。いや生かされてきたものである。 

 生来のろまな私は、たえずつまずいたり、よろめいたりして、若い時はつくづく自分に

あいそがつきたものである。 

 だが、その度ごとに、親鸞や良寛になだめられたり、ゴッホやベートーベンに励まされ

たりして呼吸してきた。 

 そんな時、私が私に向かって叫びつづけたのは「己にまけるな」ということと、「決して

ごまかすな」ということであった。 

ありがたいもので、努力は鈍物にも火をつけ、正直者にはやがて真実の光を投げて

くれる。 

 

美しい人生、理想の人生とは、今日を最も美しく人のために生きる事である。 

 地位も金もそんなものは大したものではない。 

 人間はひと時の旅人として、この限られた時を、美しい心で少しでも人のために生き

得れば、充実した人生であり、生きがいのある人生だと思う。 

己 に克 つ  

 

【平澤 興 一日一言】より 

 

美 しい人 生  

 

まけるな、ごまかすな  

 



                             

    本田 宗一郎（日本の実業家・技術者） 

                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメの BOOK   

『したたか』 

「総理大臣・菅義偉の野望と人生」              

著者 松田賢弥  出版社 講談社文庫 

  

  

 

 

 

 

 

                                               

      

 
 

１９０６年１１月１７日(明治３９年)  

 

１９１３年(大正２年)             

 

１９２２年(大正１１年)            

１９３７年(昭和１２年)            

 

 

 

１９４６年１０月(昭和２１年)    

１９４８年(昭和２３年)            

 

１９４９年(昭和２４年)            

 

１９８３年(昭和５８年)            

１９８９年(平成元年)             

 

１９９１年８月５日(平成３年)    

 

 
著者は岩手県北上市生まれ、ジャーナリスト。 

 本書は２０１６年１月に刊行された「影の権力者内閣官房長官菅義偉」の講談社文庫本
を加筆し発行されたもの。 
 秋田県秋ノ宮村出身で湯沢高校卒業後、ダンボール工場に就職。その後、働きなが
ら法政大学に進み、代議士秘書から横浜市会議員・代議士・総務大臣・官房長官そし
て総理大臣へと栄進した。 
同級生たちは異口同音にあまり目立つ存在ではなかったが、というが「加藤の乱」「梶山
静六の総裁選挙応援」と苦しい戦いにも挑んでいる。 
 

静岡県(現浜松市天竜区)で鍛冶屋の父儀平と

母みかの長男として生まれる。 

光明村立山東尋常小学校入学。 

在校中に初めて自動車や飛行機をみる。 

高等小学校卒業。東京アート商会に入社。 

東海精機重工業㈱社長に就任。 

経験だけでは先に進めないとして浜松高等工業

学校(現静岡大学工学部)の聴講生となり３年間

金属工学の研究。 

浜松市に本田技術研究所設立。３９歳。 

本田技研工業㈱設立。代表取締役就任。 

資本金１００万円。社員２０人。 

ホンダの副社長となる藤沢武夫と出会い世界的

大企業に育て上げる。 

終身最高顧問となる。 

アジア人初のアメリカ合衆国の自動車殿堂入り

を果たす。 

肝不全のため死去。享年８４歳。 

勲１等瑞宝章。正三位勲一等旭日大綬章綬章。 



                    

 

      

     

        

                             

 
 
      
 
                      
 
                           

 

           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしと保険のおはなし 

 

 

【編集後記】 

 先日、秋田市雄和のダリア園へドライブを兼ねて出か

けてきた。ダリアは品種改良したものも含めて綺麗に咲い

ており、見事なものだった。彼岸花(曼珠沙華)もやや終わり

に近づいてはいるが、数も豊富で目を楽しませてくれた。 

帰りに地場で収穫された花と渋柿を購入してきた。渋柿

は毎年の行事のように皮を剥き沸騰したお湯で殺菌して吊

るしお天道様の恵みをいただいて時を待つことになるが、

何事においても自らの作業によって一端の「干し柿」として

出来上がってくるのが楽しみである。 

 

医療保険は保険契約の中心となる「主
契約」と希望によって付加する「特約（ま
たは特則）」で構成されており、主契約だ
けでも契約は成り立ちますが、特約だけ
では成り立ちません。 

そこで、今回は医療保険の主契約につ
いて考えてみましょう。 
☆疾病・災害入院給付金日額について 
現在の医療保険の入院給付金日額は、 
「5,000 円」と「10,000 円」2 つのタイ 
プが一般的です。 
もしも病気やケガで入院・手術をした時に 
はどのくらいで設定すればよいでしょう。 
基本的には 5,000 円あれば安心だと言 
えます。日本には医療費が高額になっ 
た時、一定の額を超えた部分について 
は国から払い戻しされる「高額療養費 
制度」と呼ばれる仕組みがあります。 
高額療養費制度を利用すれば、一般の 
方は多くの場合、1 カ月の治療費の最大 
自己負担額は 8～9 万円程度です。 
治療費が 1 カ月 9万円だとすれば、１日 
当たりの自己負担額は 3,000 円程度にな 
りますから 5,000 円の入院給付金日額で 
も十分まかなえることが分かります。 
但し、注意したいのは「差額ベッド代 
（病院の個室の費用）」「健康保険が適 
用されない治療の費用」「食事代」「お 
見舞いに来た家族への交通費」などで、 
これらは基本的に自己負担となります。 

☆入院給付金の支払限度日数について 
 

 
 
 

医療保険！選ぶ前に知っておきたいこと 
 
 

 

 医療保険の 1入院あたりの入院給付金支
払限度日数は 60 日、120 日、180 日など
多くのバリエーションがあります。 

 原則的には、60 日タイプで問題ないと
思います。厚生労働省が発表している
「平成 29 年患者調査」によれば、病気
やケガでの平均入院日数は 29.3 日とさ
れています。ですから、基本的には 60
日タイプで十分にカバーできると考え
られます。昔と違い医療技術による入院
日数の短期化や入院治療から通院治療
への移行、診療報酬制度の改定などがそ
の要因として考えられます。 

 但し、脳卒中、急性心筋梗塞、うつ病な
ど今も入院が長期化しやすい病気もあ
りますので、特定の病気に関しては支払
限度日数が延長される特約の付加を検
討しましょう。 

☆手術給付金について 
①「倍率一律タイプ」と②「倍率変動タ
イプ」の 2 種類に分けられます。 
①は手術の種類に関わりなく手術給付
金が一定で、②は手術の種類によって手
術給付金が変わります。 
手術給付金については、「重い手術には
手厚く、軽い手術には手薄に」というふ
うに理にかなっていることから、倍率変
動タイプを選ばれる方が多いようです。
但し、保険料は倍率一律型よりもやや割
高になっています。 

「過剰な保障をつけて保険料を無駄に払
い続けてしまった」とならないためにも参
考にしてみてください。 
 
 
 

 

〈秋の風物詩 軒下の干し柿〉 
果物の中では食物繊維が飛びぬ
けて多くビタミンＡも豊富、表面の
白い粉はグルコース（ブドウ糖）の
結晶で疲労回復に役立ちます。 


